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《
受
付
時
間
》
※
役
場
開
庁
は
午
前
８
時

◎
午
前
の
部　

午
前
８
時
〜
１１
時

　

（
申
告
相
談
開
始
は
午
前
８
時
４５
分
〜
）

◎
午
後
の
部　

午
前
１１
時
〜
午
後
４
時

　

（
申
告
相
談
開
始
は
午
後
１
時
３０
分
〜
）

＊
午
前
の
部
の
受
付
は
、
時
間
の
関
係
上

　

５０
人
ま
で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
午
前
１１
時
前
の
受
付
で
も
５１
人
目
以
降

　

は
午
後
の
部
の
受
付
と
な
り
ま
す
。
）

《
受
付
場
所
・
方
法
》

　

役
場
東
側
階
段
の
２
階
正
面
に
備
え
付

け
の
受
付
簿
に
名
前
を
記
入
し
、
２
階
食

堂
で
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

《
申
告
相
談
会
場
》

　

役
場
庁
舎
２
階
会
議
室

▼
給
与
所
得
者
で
次
に
該
当
す
る
方

・
勤
務
先
の
事
業
所
か
ら
「
給
与
支
払
報

　

告
書
」
が
美
浦
村
に
送
付
さ
れ
な
い
方

・
年
の
途
中
で
退
職
後
就
職
し
な
か
っ
た

　

方
、
就
職
し
た
会
社
で
前
職
の
収
入
を

　

含
め
た
年
末
調
整
を
受
け
な
か
っ
た
方

　

等
、
所
得
税
が
清
算
さ
れ
て
い
な
い
方

・
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
た
方

・
給
与
以
外
の
所
得
が
あ
っ
た
方

＊
給
与
以
外
の
所
得
が
２０
万
円
以
下
の
場

　

合
は
確
定
申
告
は
不
要
で
す
が
、
住
民

　

税
申
告
は
必
要
で
す
。

▼
公
的
年
金
等
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
で

　

次
に
該
当
す
る
方

・
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
の
み
の
方
で
、

　

「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」に
記
載

　

さ
れ
て
い
る
控
除
以
外
の
各
種
控
除
の

　

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

＊
日
本
年
金
機
構
等
の
年
金
保
険
事
業
者

　

に
扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提
出
し
な
か

　

っ
た
方
が
扶
養
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

　

る
場
合
に
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

・
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
に
所
得

　

が
あ
る
方

＊
公
的
年
金
等
の
収
入
額
合
計
が
４
０
０

　

万
円
以
下
で
、
そ
れ
以
外
の
所
得
が
２０

　

万
円
以
下
の
場
合
は
確
定
申
告
は
不
要

　

で
す
が
、
住
民
税
申
告
は
必
要
で
す
。

▼
事
業
所
得（
農
業
・
営
業
等
）や
不
動
産

　

所
得
、配
当
所
得
、雑
所
得
等
が
あ
る
方

▼
医
療
費
控
除
、
雑
損
控
除
等
を
受
け
よ

　

う
と
す
る
方

▼
収
入
が
な
く
て
も
住
民
税
申
告
が
必
要

　

な
方
（
収
入
ま
た
は
所
得
０
の
申
告
）

・
所
得
や
扶
養
等
の
状
況
に
制
限
の
あ
る

　

公
共
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
る
た
め
、
そ

　

れ
に
関
す
る
証
明
等
を
必
要
と
す
る
方

＊
申
告
書
を
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
非

　

課
税
証
明
書
等
の
発
行
が
で
き
ま
せ
ん
。

・
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

　

険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

＊
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療

　

保
険
料
の
課
税
や
軽
減
、
高
額
療
養
費

　

の
適
用
等
に
必
要
と
な
り
ま
す
。

・
医
療
福
祉
制
度
（
マ
ル
福
）
や
児
童
扶

　

養
手
当
等
を
受
給
さ
れ
る
方

申
告
を
す
る
必
要
の
あ
る
方

所
得
税
の
確
定
申
告
と
村
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

　

〜
平
成
２５
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
、
住
民
税
（
平
成
２６
年
度
課
税
分
）
の
申
告
の
準
備
は
お
済
み
で
す
か
〜

▼
２
月
１７
日
（
月
）
〜
３
月
１７
日
（
月
）　

※
土
、日
、祝
日
を
除
く
。
た
だ
し
、
３
月
２
日
（
日
）
の
午
前
中
は
申
告
相
談
を
行
い
ま
す
。

▼
２
月
１７
日
（
月
）
〜
３
月
１７
日
（
月
）　

※
土
、日
、祝
日
を
除
く
。
た
だ
し
、
３
月
２
日
（
日
）
の
午
前
中
は
申
告
相
談
を
行
い
ま
す
。

　

住
民
税
の
非
課
税
限
度
額
の
算
定

に
加
算
さ
れ
る
た
め
、
確
定
申
告
お

よ
び
住
民
税
申
告
の
際
に
は
、
必
ず

年
少
扶
養
親
族
に
つ
い
て
も
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

　

年
末
調
整
や
申
告
に
お
い
て
自
己

の
扶
養
者
と
し
た
方
の
所
得
金
額
が

３８
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
扶
養

控
除
を
外
す
た
め
の
申
告
が
必
要
で

す
。
ま
た
、
同
一
の
扶
養
者
を
家
族

内
等
で
重
複
し
て
扶
養
者
と
し
て
い

る
場
合
も
、
そ
の
扶
養
者
を
自
己
の

扶
養
者
と
す
る
一
人
以
外
は
扶
養
控

除
を
外
す
た
め
の
申
告
が
必
要
で
す

の
で
、
扶
養
者
の
所
得
金
額
お
よ
び

家
族
内
等
で
の
扶
養
者
の
内
訳
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

扶
養
者
の
所
得
お
よ
び
重
複
に

つ
い
て
確
認
を
！

年
少
扶
養
親
族（
１６
歳
未
満
）が

い
る
と
き
は
申
告
を
！

77 広報みほ　平成２６年１月号広報みほ　平成２６年１月号

竜
ケ
崎
税
務
署
で
申
告
す
る

　
　
　

所
得
・
損
失
・
控
除
等

竜
ケ
崎
税
務
署
で
申
告
す
る

　
　
　

所
得
・
損
失
・
控
除
等

申
告
の
際
に
必
要
な
も
の

医
療
費
控
除
の
申
告

・
印
鑑

・
申
告
者
名
義
の
金
融
機
関
の
口
座
番
号

　

等
が
わ
か
る
も
の
（
口
座
引
落
に
よ
る

　

納
税
や
還
付
金
の
手
続
に
必
要
で
す
）

・
源
泉
徴
収
票
（
給
与
･
年
金
等
）
、
支
払

　

調
書
等
、
収
入
の
額
が
わ
か
る
も
の

・
事
業
所
得
、農
業
所
得
、不
動
産
所
得
等

　

を
申
告
さ
れ
る
方
は
収
支
内
訳
書
（
収

　

支
内
訳
書
用
紙
は
税
務
署
、
役
場
税
務

　

課
に
あ
り
ま
す
）

＊
収
支
内
訳
書
は
、
帳
簿
、
領
収
書
等
を

　

整
理
・
集
計
し
て
申
告
前
に
作
成
し
、

　

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

・
社
会
保
険
料
等
の
支
払
証
明
書
（
健
康

　

保
険
料
、国
民
健
康
保
険
税
、国
民
年
金

　

保
険
料
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
等
）

・
一
般
生
命
保
険
料
、
介
護
医
療
保
険
料
、

　

個
人
年
金
保
険
料
、
地
震
保
険
料
の
控

　

除
証
明
書

・
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
、
領
収
書

　

や
控
除
額
を
証
明
で
き
る
も
の
、
保
険

　

金
等
に
よ
る
補
て
ん
額
が
わ
か
る
も
の

　

ご
自
身
ま
た
は
同
一
生
計
の
ご
家
族
の

た
め
に
支
払
っ
た
医
療
費
が
あ
る
場
合
は
、

次
の
算
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
額
を
医
療

費
控
除
と
し
て
所
得
か
ら
差
し
引
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

◎
（
イ－

ロ
）－

ハ
＝
医
療
費
控
除
額

　

イ

：

そ
の
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の

　
　
　

合
計
額

　

ロ

：

保
険
金
等
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額

　

ハ

：「
１０
万
円
」ま
た
は
「
所
得
金
額
の

　
　
　

合
計
額
の
５
％
」
の
う
ち
、少
な
い

　
　
　

方
の
金
額

◇
申
告
に
必
要
な
も
の

・
医
療
費
の
領
収
書

＊
診
療
を
受
け
た
人
、
病
院
・
薬
局
ご
と

　

に
整
理
（
領
収
の
日
付
が
平
成
２５
年
中

　

で
あ
る
こ
と
を
必
ず
確
認
）
し
、
事
前

　

に
金
額
を
集
計
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

・
保
険
金
等
か
ら
医
療
費
に
補
て
ん
さ
れ

　

た
金
額
が
あ
る
場
合
は
、
補
て
ん
額
の

　

わ
か
る
書
類

　

平
成
２３
年
に
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の

復
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
復
興

施
策
」
や
「
緊
急
防
災
施
策
」
に
要
す
る

費
用
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
の
法
律
が

制
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
う
新
た
な

税
の
創
設
や
改
正
の
う
ち
、
個
人
所
得
の

課
税
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◎
復
興
特
別
所
得
税
の
創
設

　

所
得
税
と
併
せ
て
復
興
特
別
所
得
税
の

申
告
・
納
付
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

◇
申
告
方
法　

通
常
の
確
定
申
告
ま
た
は

　

源
泉
徴
収
に
よ
り
完
了
し
ま
す
。

＊
お
勤
め
先
で
所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ

　

る
場
合
は
、
併
せ
て
復
興
特
別
所
得
税

　

も
源
泉
徴
収
さ
れ
ま
す
。

◇
根
拠
法
令　

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復

　

興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に

　

必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措

　

置
法（
平
成
２３
年
法
律
第
１
１
７
号
）

◇
適
用
期
間　

平
成
２５
年
分
の
所
得
か
ら

　

平
成
４９
年
分
の
所
得
ま
で（
２５
年
間
） 

◇
復
興
特
別
所
得
税
の
額　

各
年
分
の
基

　

準
所
得
税
額
（
原
則
そ
の
年
分
の
所
得

　

税
額
）
に
２
・
１
％
の
税
率
を
掛
け
て

　

計
算
し
た
金
額

◎
個
人
住
民
税
の
均
等
割
額
の
改
正

　

村
民
税
均
等
割
・
県
民
税
均
等
割
の
標

準
税
率
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
５
０
０
円

を
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

◇
根
拠
法
令　

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復

　

興
に
関
し
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る

　

防
災
の
た
め
の
施
策
に
必
要
な
財
源
の

　

確
保
に
係
る
地
方
税
の
臨
時
特
例
に
関

　

す
る
法
律（
平
成
２３
年
法
律
第
１
１
８
号
）

◇
適
用
期
間　

平
成
２６
年
度
課
税
か
ら
平

　

成
３５
年
度
課
税
ま
で（
１０
年
間
）

◇
改
正
の
内
容　

・
村
民
税
均
等
割　

現
行
３
０
０
０
円
を

　

３
５
０
０
円
に
改
正

・
県
民
税
均
等
割　

現
行
２
０
０
０
円
を

　

２
５
０
０
円
に
改
正

＊
茨
城
県
森
林
湖
沼
環
境
税
１
０
０
０
円

　

を
含
み
ま
す（
平
成
２９
年
度
ま
で
）

　

申
告
分
離
課
税
制
度
の
所
得
（
土
地
建

物
・
株
式
等
の
譲
渡
所
得
、配
当
所
得
等
）

お
よ
び
損
失
控
除
･
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
の
あ
る
確
定
申
告
ま
た
は
青
色
申
告

に
つ
い
て
は
、
竜
ケ
崎
税
務
署
で
の
申
告

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

◇
問
合
せ　

役
場
税
務
課
☎
８
８
５

－

０

　

３
４
０
内
線
１
０
９
･
１
２
０

　

税
務
署
で
は
、
２
月
２３
日（
日
）、
３
月

２
日（
日
）も
確
定
申
告
の
相
談
・
受
付
等

を
行
い
ま
す
。（
現
金
納
付
は
受
付
不
可
）

【
申
告
書
の
発
送
に
つ
い
て
】

　

平
成
２５
年
分
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得

税
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方

消
費
税
の
確
定
申
告
用
紙
は
、
平
成
２６
年

１
月
下
旬
に
送
付
す
る
予
定
で
す
。

【
確
定
申
告
は
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で
】

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（h

ttp
://w
w
w
.

n
ta
.g
o
.jp

）の「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
を
利
用
し
て
ｅ

－

Ｔ
Ａ
Ｘ
で
自
宅

か
ら
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

◇
問
合
せ　

竜
ケ
崎
税
務
署
☎
０
２
９
７

　

－

６
６

－

１
３
０
３（
自
動
音
声
案
内
）

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
目
的

と
し
た
所
得
税
・
住
民
税
の
改
正

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
目
的

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
目
的

と
し
た
所
得
税
・
住
民
税
の
改
正

と
し
た
所
得
税
・
住
民
税
の
改
正

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ


